
甲
賀
市
の
文
化
財

URL:http://www.city.koka.lg.jp/item/8480.htm#ContentPane

63

木
と
人
、
出
会
い 

甲
賀
の
木
挽
と
前
挽
鋸

　
甲
賀
市
は
周
り
を
木
々

に
囲
ま
れ
た
自
然
豊
か
な

地
域
で
す
が
、
古
代
か
ら

こ
の
森
林
が
資
源
と
し
て

注
目
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

例
え
ば
、
新
名
神
高
速
道

路
の
工
事
中
に
飛
鳥
時
代

に
伐
採
さ
れ
た
と
推
定
さ

れ
る
木
材
が
出
土
し
て
お

り
、
一
方
で
奈
良
時
代
に

は
東
大
寺
の
造
営
に
必
要

な
建
築
用
材
を
確
保
す
る

た
め「
甲こ

う

賀か

山さ
ん

作さ
く

所し
ょ

」と
呼
ば
れ
た
製
材
の

為
の
出
先
機
関
が
設
置
さ
れ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
甲
賀
地
域
で
は
昔
か
ら
木
と
深

い
関
わ
り
を
持
つ
生な

り

業わ
い

が
発
達
し
て
い
ま

し
た
。

　
水
口
・
甲
南
町
内
の
杣
川
に
沿
っ
た
地

域
で
は
、
十
八
世
紀
の
中
頃
か
ら「
前ま

え

挽び
き

鋸の
こ

」と
呼
ば
れ
る
縦
挽
き
の
ノ
コ
ギ
リ
の

生
産
が
行
わ
れ
、
明
治
・
大
正
時
代
に
は

全
国
各
地
に
販
売
さ
れ
、
甲
賀
を
代
表
す

る
特
産
品
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

ま
た「
木こ

挽び
き

」と
呼
ば
れ
る
樹
木
の
伐
採
・製

材
な
ど
に
携
わ
る
多
く
の
職
人
さ
ん
が
市

内
の
各
地
に
お
ら
れ
、昭
和
三
十
年
頃
ま
で

製
材
業
者
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
し
た
。

　
甲
賀
市
で
は
こ

れ
ら
木
に
関
わ
る

諸
職
の
姿
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
、

仕
事
に
つ
い
て
お

ら
れ
た
方
へ
の
聞

き
取
り
や
関
係
資

料
の
調
査
な
ど
を

行
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、

木
挽
職
人
に
よ
る

前
挽
鋸
の
使
い
方

や
手
入
れ
の
仕
方
、
そ
し
て
伐
木
か
ら
製

材
ま
で
木
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
仕
事
に
精

通
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
、
一
方
、

創
業
期
か
ら
明
治
末
期
の
最
盛
期
に
至
る

前
挽
鋸
製
造
の
発
展
の
過
程
も
明
ら
か
に

な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
研
究
を
も
と
に
、
今
年
度
は

前
挽
鋸
製
造
や
木
挽
職
人
の
魅
力
に
迫
る

企
画
展
示
を
土
山
と
甲
南
の
二
ヶ
所
で

行
い（
詳
し
く
は「
情
報
の
ま
ど
」参
照
）、

十
一
月
に
は
講
演
会
と
前
挽
鋸
の
実
演
会

を
行
い
ま
す
。
こ
の
秋
、
甲
賀
の
木
に
育

ま
れ
た
匠
の
技
に
触
れ
て
み
ま
せ
ん
か
。
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大
切
な
家
族
を
自
死
で
亡
く
し

た
遺
族
の
方
へ

●
日
時
／
10
月
26
日（
土
）14
時
～
16
時

●
場
所
／
甲
賀
保
健
所

●
参
加
費
／
３
０
０
円（
茶
菓
代
）

凪な
ぎ

の
会　

お
う
み（
滋
賀
県
自
死
遺
族
の

会
）は
、
自
死
で
大
切
な
人
を
亡
く
さ
れ

た
方
の
自
助
グ
ル
ー
プ
で
す
。　

　

当
会
は
遺
族
等
に
よ
る
ス
タ
ッ
フ
に

よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
お
り
、
精
神
保
健
福

祉
セ
ン
タ
ー
の
支
援
を
受
け
て
い
ま
す
。

主
な
活
動
と
し
て
、
大
切
な
人
を
自
死
で

亡
く
し
た
遺
族
が
悲
し
み
や
自
責
の
念
、

怒
り
な
ど
の
様
々
な
思
い
を
語
り
合
う

「
分
か
ち
合
い
」を
行
っ
て
い
ま
す
。
話
す

の
が
つ
ら
い
方
は
無
理
に
話
さ
れ
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
の
方
の
お
話
を
聞
か

れ
る
だ
け
で
も
結
構
で
す
。

　

ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
や
匿
名
で
の
ご
参
加
も

可
能
で
す
。
ど
う
ぞ
安
心
し
て
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

「
凪
の
会
お
う
み
」の
ご
案
内

●
開
催
日
時
／
毎
月
第
３
土
曜
日
開
催

　

14
時（
受
付
13
時
30
分
）～
15
時
30
分

●
開
催
場
所
／
ア
ク
テ
ィ
近
江
八
幡　

２

F
会
議
室（
近
江
八
幡
市
鷹
飼
町
南
４

丁
目
４
―
５
）

　

�

近
江
八
幡
駅
南
口
か
ら
線
路
沿
い
京

都
方
面
へ
徒
歩
６
分
）駐
車
場
は
ア
ク

テ
ィ
専
用
駐
車
場
を
ご
利
用
下
さ
い
。

問
／
滋
賀
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

☎
０
７
７
―
５
６
７
―
５
０
１
０

　

※
申
込
不
要　

直
接
お
越
し
下
さ
い

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

�http://heartland.geocities.jp/
naginokai/　
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「
中
小
企
業
労
務
管
理
相
談
セ

ン
タ
ー
」開
設
の
お
知
ら
せ

　

中
小
企
業
事
業
主
の
皆
さ
ん
の
た
め

に
、
経
営
面
と
労
働
面
の
相
談
及
び
業
務

改
善
助
成
金
の
相
談
に
専
門
家
が
ワ
ン
・

ス
ト
ッ
プ
で
対
応
す
る
無
料
の
相
談
窓
口

を
設
置
し
て
い
ま
す
。
是
非
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

問 

／
中
小
企
業
労
務
管
理
相
談
セ
ン
タ
ー

　

大
津
市
打
出
浜
２
番
１
号「
コ
ラ
ボ
し

が
２
１
」６
階

　

滋
賀
県
社
会
保
険
労
務
士
会　

事
務
局
内

☎
０
７
７
―
５
２
６
―
３
７
６
０

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

相
談〈
11
月
〉

税
理
士
に
よ
る
税
務
相
談

●
日
時
／
10
月
9
日（
水
）13
時
30
分
～
16

時
30
分（
受
付
16
時
ま
で
）

●
場
所
／
水
口
納
税
協
会
3
階
会
議
室

●
定
員
／
予
約
制
で
先
着
6
名（
1
人
約

30
分
）※
相
談
無
料

問
・
申
／
水
口
納
税
協
会

☎
６
２

－

１
１
５
１
／

６
３

－

０
１
７
3

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

「
全
国
一
斉
！
法
務
局
休
日
相
談
所
」開
催

●
日
時
／
10
月
６
日（
日
）10
時
～
16
時

●
内
容
／
・
相
続
贈
与
な
ど
の
登
記　
・
土
地
の

境
界　
・
社
会
法
人
の
設
立
変
更
登
記　
・
人

権
に
関
す
る
こ
と　
・
遺
言
公
正
証
書
な
ど

「
大
津
会
場
」

　

大
津
び
わ
湖
合
同
庁
舎

問
・
申
／
大
津
地
方
法
務
局
総
務
課

☎
０
７
７

－

５
２
２

－

４
７
７
２

「
彦
根
会
場
」

　

彦
根
地
方
合
同
庁
舎

問
・
申
／
大
津
地
方
法
務
局
彦
根
支
局

☎
０
７
４
９

－

２
２

－

０
２
９
１　
　
　

※
相
談
無
料　

予
約
優
先（
10
月
４
日（
金
）17

時
ま
で
）当
日
参
加
も
可
能
で
す
。

▲甲南ふれあいの館では、普段から前挽鋸や
　その製造用具等を展示しています。

問
い
合
わ
せ

歴
史
文
化
財
課

 

☎
8
６
―
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０
２
６
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8
２
１
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　消防法により全ての住宅に住宅用火災警報器の
設置が義務付けられています。
　また、設置されているお宅は定期的にお手入れ
をしましょう。
　お手入れに関する情報は下記URLでチェック
http://www.kaho.or.jp/text/user/awm06_
p01.html

住宅用火災警報器を設置しましょう。

甲賀広域行政組合消防本部

平成25年10月1日 222013.10.123 　　　　2013.10.1 平成25年10月1日




